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会議記録 

 

１ 名 称：令和３年度 第２回小松市環境審議会 

２ 日 時：令和４年２月１０日（土）１５:３０～１７:００ 

３ 場 所：小松市役所７階 ７０３・７０４会議室 

４ 資 料：別紙のとおり 

５ 内容（概要） 

事務局 ただいまより、令和 3 年度第 1回小松市環境審議会を開会いた

します。 

ただいま 17名中 14名の出席をいただいております。 

小松市環境審議会規則第 3条第 2項で規定しております過半数

に達しており、審議会は成立していることをご報告申し上げま

す。 

それでは会議に入ります前に、小松市長がご挨拶を申し上げま

す。 

市長 （挨拶） 

事務局 市長は別の公務がございますのでここで退席いたします。 

 

（市長退席） 

 

本審議会は、今年度 2回目の開催となりますが、各団体の組織

変更等により、新しく環境審議会議員になられた方をご紹介い

たします。 

（委員紹介） 

（資料・タブレット操作方法確認） 

 

それでは審議に移ります。 

ここからの進行は、審議会規則第 3条第 1項の規定によりまし

て、会長にお願いしたいと思います。 
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それでは、会長よろしくお願いいたします。 

会長 この審議会は、市長から諮問のあった項目について審議いたし

ます。委員の皆様は、それぞれの立場や視点からの活発なご意

見をお願いしたいと思います。 

本日の審議事項は、 

議案第 1 号「ごみ減量化・リサイクル率向上に向けた制度見直

しについて」 

議案第 2号「第三次こまつ環境プランについて」 

議案第 3号「騒音、振動、悪臭の規制区域の変更について」 

となっております。 

また、報告事項としましては、 

報告 1「令和 3年度 小松市の環境について」です。 

これから、議事に入ります。 

議案第 1 号「ごみ減量化・リサイクル率向上に向けた制度見直

しについて」、第 1回の審議会で、一般廃棄物に係る専門部会で

詳細の検討をいただくこととなり、予定では今月市長に対して

審議会から中間答申をすることになっております。 

本日は専門部会の中間報告として、検討結果を説明いただき、

これを審議し、審議会からの市長に対する中間答申としたいと

考えております。 

審議事項の進め方については、まず部会長から中間報告の説明

をいただき、その後中間報告におけるデータ等の詳細を事務局

から説明いただきます。事務局説明後に皆様からのご意見を頂

戴したいと思います。 

それでは部会長から説明をお願いいたします。 

部会長 （資料 P4～7に基づいて中間報告内容説明） 

 

事務局 引き続き、部会長の説明の部分について、データを簡潔に説明

いたします。 

（資料 P8～33に基づいて説明） 

会長 ありがとうございました。 
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ただいま部会長、事務局から説明がありました内容について、

ご質問・ご意見がありましたらお願いいたします。 

内容がたくさんありますので、家庭系の一般廃棄物について、

事業系の一般廃棄物について、エコロジーパークについての 3

つに分けてご意見をいただきたいと思います。 

まず（家庭系の）一般廃棄物についてご意見・ご質問があれば

お願いいたします。 

ダイエット袋の有料化は、2 年ほど前の環境審議会でも話題と

なり、そこではもう少し待とうという話になりました。 

一般市民がこれに賛同していただけるかどうかだと思います

が、うまく説明できるか、納得できるかがポイントとなるかと

思います。 

ダイエット袋を導入した際には、各町内会で説明会が開かれ、

分別をどうしたらいいという話を丁寧にしていただき、町民に

とってはすごく参考となってよかったです。今回も計画はされ

ていますか。 

事務局 各種団体、町内会、市民に対し、制度変更だけでなくごみの減

らし方についてもわかりやすい説明を行いたいと考えていま

す。わかりにくい資源ごみについても併せて、4 月から前回と

同様 300 回、要望があったところには出向いて、丁寧に説明を

行って参りたいと思っています。 

委員 有料化ということですが、袋はどこで販売されるのか、また従

来の袋で残っている分についてはどういう取り扱いになるのか

をお聞かせください。 

事務局 現在の取扱店が 80店舗弱であり、まずは説明して、引き続き取

り扱っていただけるかを確認した上で対応していきたいと思っ

ています。また現在の指定袋が余っているご家庭があるという

のは聞いており、今のところは令和 5年 4月以降も両方使える

移行期間を設け、弾力ある対応を考えたいと思います。 

委員 4000万円のコスト削減、ごみを出す量を減らすということを両

方立ててやりたいということですが、業者の収集の費用も当然



4 

 

コストに影響していて、ある程度エコロジーパークに市民の方

が持ち込んでくれた方が委託料が安くなるということもあると

思いますが、どのように捉えていますか。 

事務局 仰る視点もあると思います。ただ現在エコロジーパークに持ち

込まれているごみは、雑誌類や空き缶、ペットボトルなどが相

当の割合を占めています。専門部会でも、剪定くずや落ち葉を

持ってきていると思っていた、という意見が委員からも出てい

ました。 

資源ごみはスーパーの回収ボックスもあり、市でも 4 つのリサ

イクルステーションを用意しています。そういったところに出

してもらうか、資源ごみの日に出していただければ無償です。

一度にごみを処分してしまいたいという気持ちも分かります

が、順番に分別して出していただくとお財布にも優しいという

ことを、地元説明会でもしっかりと説明したいと思っています。 

委員 市のステーションを誰も使ったことがないとか、周知が足りて

いないと思うので、きちんと周知していただくとありがたいと

思います。 

事務局 地元説明会で分かりやすく説明をさせていただきたいと思いま

す。 

委員 可燃ごみの中に最初紙が結構たくさん入っていました。滋賀環

境生協ではお帰りロール、ただいまティッシュというのを作っ

ており、リサイクルした紙を使っていこうと市民に呼びかけて

います。市民が驚くようなアイデアを使ったリサイクルをして

いただきたいと思います。 

事務局 滋賀県の例は何度かお聞きしています。小松にはごみダイエッ

トプロジェクトやリサイクルネットワークの皆さんがおり、意

見交換をしながら一緒に担当職員が勉強させていただきたいと

思っています。 

委員 方向性として受益者負担には賛成ですし、一般廃棄物について

は負担割合もそれほど多くないので、丁寧に説明されれば皆さ

ん納得されると思います。リサイクル率や水切りの重要性につ
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いて、例えばリサイクル率が上がると二酸化炭素の削減など他

にどう波及するかといったことについて、説明会に盛り込んで

いただけると納得されるところもあると思います。環境教育に

もつながると思います。 

事務局 二酸化炭素とリサイクル率の関係など、職員が分からない所に

ついて、大学等の知見も活用しながら進めたいと考えています。

二酸化炭素とごみを組み合わせて説明してほしいというのは、

専門部会でも委員よりご意見をいただいており、ご教授いただ

きたいと思います。 

会長 他にございませんか。 

次に事業系の部分に入ります。受益者負担と考えると、もっと

手数料を上げてもといった意見はありますか。 

 

（特になし） 

 

最後にエコロジーパークへの持ち込み料についてはどうでしょ

うか。どんなごみを持込むときにエコロジーパークを使うとい

いか広報などで周知するといいと思いますが。宣伝のし過ぎで

逆に持ち込みが増加することにならないような、いいバランス

で専門部会に考えてもらいたいと思います。 

 

他に第 1号議案について何か意見はありますか。 

 

（特になし） 

 

それでは議案第 1号について承認してよろしいでしょうか。 

 

（承認） 

会長 では第 2号議案に移ります。 

「第 3 次こまつ環境プランについて」、事務局より説明をお願

いします。 
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事務局 （資料に基づき説明 P34～43） 

会長 この議案に関しまして、ご質問・ご意見をお願いします。 

今回木場潟の五感調査を、3 段階から 4 段階の評価にしたのは

良かったと思います。ただ、もう少しアンケートをとる数や対

象範囲を増やさないといけないと個人的には思います。 

事務局 会長が仰ったように、これからは周辺の方だけが木場潟を楽し

む訳じゃないという風に変わっており、調査の対象につきまし

ても今後工夫したいと思っています。小松の水郷のシンボルと

して今まで以上に輪が大きくなるように、取り組みを進めさせ

ていただきます。 

会長 他にご意見はございませんか。 

 

（特になし） 

 

それでは、議案第 2号について承認してよろしいでしょうか。 

 

（承認） 

会長 続きまして、議案第 3号「騒音、振動、悪臭の規制区域の変更

について」事務局より説明をお願いします。 

事務局 （資料に基づき説明 P44～63） 

会長 ただいま事務局から説明のあった内容について、ご意見・ご質

問をお願いいたします。 

なぜここが今回指定の区域になったのでしょうか。 

事務局 今回本区域が小松市の都市計画区域に設定され、それに伴い騒

音等の規制の区域の変更となりました。 

委員 資料 P.58と 59の「硫化メチル」の「硫」の漢字が間違ってい

る（「流」になっている）ので、直しておいてください。 

会長 他にご意見はありませんか。 

 

（特になし） 
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それでは議案第 3号について承認してよろしいでしょうか。 

 

（承認） 

会長 議案第 1号のところで言い忘れていましたが、今回の内容で 17

日に市長に中間報告として答申することとなっています。中間

答申書を作成し、私から市長に答申することに承認いただけま

すか。 

 

（承認） 

会長 最後に報告事項について事務局よりお願いします。 

事務局 令和 3 年度の「小松市の環境」を作成し、事前に資料として皆

さんにお送りしています。令和 2 年度の環境やごみに関する情

報を載せたものです。後日ホームページにも載せますので、ご

一読いただければ幸いです。 

会長 特にご質問はございませんか。 

 

（特になし） 

会長 これをもちまして審議会を終了したいと思います。委員の皆様

にはご意見をありがとうございました。進行を事務局にお返し

します。 

事務局 会長には、進行ありがとうございました 

それでは、以上をもちまして、小松市環境審議会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 


